
第１ 章 計画策定の目的と こ れまでの経緯

第１ 節 保存管理計画策定の目的

国指定史跡名越切通は、 鎌倉七口の中でも 当時の様相を よ く 残す交通遺跡・ 防衛遺構である 。

周囲には大切岸と 呼ばれる 切岸や平場など から なる 防衛遺構、 及びま んだら 堂やぐ ら 群や石造墳

墓堂など の葬送関連遺構が分布し 、 中世都市鎌倉の周縁部の特徴をよ く あら わし ている 。 ま た、

指定地を含む一帯には広範にわたって緑地が広がり 、 市内でも 貴重な緑地帯と し てその価値は高

い。

名越切通は昭和 年 月に切通一帯と ま んだら 堂やぐ ら 群の範囲が国史跡に指定さ れたが、 そ

の後、 周辺において開発計画が持ち上がってき た。 そこ で、 子市は昭和 年度に当該指定地周

辺の遺構分布範囲全域の調査を実施し 、 その結果大切岸を中心と する 防衛遺構の分布が確認さ れ、
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と 考えら れる 遺構など が検出さ れた。 こ の成果に基づき 、 昭和 年 月に『 史跡名越切通保

存管理計画』（ 本保存管理計画と 区別する ため、 以下では『（ 旧）史跡名越切通保存管理計画』 と

いう 。） が策定さ れ、 昭和 年度、 昭和 年度には指定地の拡大がなさ れた。 ただし 、 こ の時の

調査の結果、 大切岸と 連なる 明確な遺構が確認さ れた区域の中には、 追加指定がさ れなかった部

分も あり 、 現在に至っている 。

一方、 史跡周辺において大規模な宅地開発が計画さ れたために、 平成 年度（ 平成 年 月）

指定地及びその周辺緑地一帯を 史跡公園と し て保存・ 活用を 図る こ と を 目的と し た『（ 仮称） 名

越切通し 史跡公園基本構想』 が策定さ れ、 平成 年度（ 平成 年 月） こ の基本構想を受け当該

地域を都市公園及び緑地保全地区と し て整備・ 活用する ため『（ 仮称） 名越切通し 史跡公園基本

計画』 が策定さ れた。 し かし 、 こ の計画は、 諸般の事情によ り 平成 年 月に断念さ れた。

その後、 断念し た史跡公園計画を見直し 、 整備計画を推進する 必要性が生じ たため、 平成５ 年

月に「 名越切通史跡公園計画調査検討プロ ジェ ク ト チーム 」、 平成 年 月に「 名越切通史跡

公園計画再編プロ ジェ ク ト チーム」 が設置さ れ、 平成 年 月には事業者によ る 土地利用を前提

と し て、 国指定史跡名越切通の指定地部分を「 史跡保全ゾーン」、 開発残地及び久木 丁目側の

斜面地を 「 景観保全ゾ ーン」、 開発行為によ る 提供公園周辺を 「 憩いのゾ ーン 」 と し て『 名越切

通史跡公園基本計画書』 を策定し たが、 平成 年 月に開発計画が断念さ れ、 宅地造成予定地の

大部分が市に寄付さ れたこ と に伴い、 当該計画の前提が異なってき たため、 同計画の見直し が必

要と さ れている 。

ま た、 指定地及びその周辺の発掘調査は昭和 年度以来行われていなかっ たが、 大規模宅地開

発事業計画が具体的な手続き に入った久木 丁目地内において、 平成 年度に埋蔵文化財包蔵地

の範囲確認調査を実施し た。

その結果、 低地部分では中世の建物址が検出さ れたが、 尾根付近の切岸状遺構は鎌倉時代にさ

かのぼる と は考えにく いと いう 結論に至った。 そこ で、 こ の調査結果をも って指定地の久木９ 丁

目方向への拡大はいったん終了し 、 現段階における 史跡指定地についての保存管理計画を再度策

定し ていく と いう 方針が導かれた。

こ のよ う な経緯を受け、 本保存管理計画は「 史跡名越切通」 を適正に保存管理し 、 広く 公開活

用し ていく ための基本方針を立案し ていく こ と を目的と し て策定し たも のである 。



第２ 節 保存管理計画策定に至る経緯

１ ． 史跡指定と その範囲

名越切通は、 文化財保護法（ 昭和 年法律第 号） 第 条第 項の規定によ り 、 昭和 年

月 日に国の文化財保護委員会告示第 号をも って「 名越切通」 と し て国史跡に指定さ れた。

当時の史跡指定範囲は、 現小坪 丁目（ 旧地名； 小坪字なごえ、 こ う と う 、 ま んだら ど う ） の

切通路の一部（ 約 ） と 「 ま んだら 堂やぐ ら 群」 を 中心と する （ 昭和 年度指定時公

簿） の区域であった。

指定理由

吾妻鏡天福元年八月十八日の条に名越坂と 見える も ので、 鎌倉の東南部に横たわる 山なみ

を越え 子に出る 。

道は、 概ね谷に沿いつつ通じ ている が、 山頂部において、 さ し て深く ないが、 凝灰岩系の

地山を開渠状に掘さ く し た箇所が隣し て二箇所ある 。

所謂七口、 七切通の一つと し て、 鎌倉の地勢と その外部と の連絡状況を示す重要な史跡で

ある 。

図 国指定状況図（ 子市『 国指定史跡名越切通地形図』 より 抜粋・ 加筆）



その後、 昭和 年には当時の指定地北西側隣接地（ 図 のｂ エリ ア） で霊園の造成計画、 翌昭

和 年には久木 丁目の宅地造成計画が、 それぞれ提出さ れたこ と を受け、 昭和 年度にト レ ン

チによ る 範囲確認調査を実施し 、 遺構の分布を確認し た。 その結果を 受け、『（ 旧） 史跡名越切通

保存管理計画』 を 策定し た。 こ の『（ 旧） 史跡名越切通保存管理計画』 をも と に昭和 年 月

日文部省告示第 号、 昭和 年 月 日文部省告示第 号をも って追加指定が行われ、 新たに

切通路の北側部分及び大切岸を含む一帯の （ 昭和 年度、 昭和 年度追加指定時公簿）

が史跡指定範囲と なり 、 指定地の総面積は （ 指定時公簿） と なった。 し かし 、 こ の時点

において明確な遺構が確認さ れた区域のう ち、 指定さ れなかった部分が残り 、 現在に至っている 。

２ ． こ れまでの保存整備事業の経緯

昭和 年 月に指定さ れた国指定史跡範囲は、 文化財保護法によ り 保護さ れる こ と になったが、

こ の時点では史跡指定地外に分布する 切岸や平場、 やぐ ら 群など 、 指定地外も 含めこ の地域一帯

に分布する 性格の異なる 遺構を、 文化財保護法のも と に一元的に保存する こ と は難し い状況であ

った。 子市教育委員会が昭和 年 月に作成し た『（ 旧） 史跡名越切通保存管理計画』 の中で

は、 史跡周辺の遺構が分布する 範囲一帯に指定範囲を 拡大し 、 最終的には史跡公園の形で整備・

公開活用する こ と が望ま し いと し た。 こ の報告を受け、 昭和 年度、 昭和 年度の 回にわたり

遺構の分布する 区域の一部が追加指定さ れたが、 それ以降の指定地の拡大は行われていない。

昭和 年代に入る と 、 指定地と その周辺地域一帯を都市計画公園及び地域の緑地と し て将来に

わたっ て保全・ 整備し よ う と する 計画が具体的に検討さ れはじ めた。 平成 年度に策定さ れた

『 緑のマス タ ープラ ン 』 においては、 当該地域は史跡指定地である と 同時に史跡公園及び都市緑

地保全地区と し ても 位置づけら れる に至った。

こ れを受けて、 平成 年 月に 子市公園課で『（ 仮称） 名越切通し 史跡公園基本構想』 が、

平成 年 月には 子市緑政課で『（ 仮称） 名越切通し 史跡公園基本計画』 が策定さ れた。

こ の中では、 国指定史跡部分 （ 指定時公簿） を中心に、『（ 旧）史跡名越切通保存管理計

画』 において示さ れた保存整備地区約 を含む約 の区域を対象に、 現状保存を基本と し た

保全・ 整備の手法が検討さ れている 。 基本計画は、 事業主体別に計画地域を三区分し 、 公有地化

によ り 保存・ 整備を 進める と いう 手法であったが、 史跡指定地の周辺区域を含めた公園化計画地

全域の公有化が不可能と なったため、 当該公園化構想及び計画は平成 年 月に断念さ れている 。

こ れを受けて、 当該地域の活用のため、 名越切通史跡公園の再編を目指し 平成 年 月に「 名

越切通史跡公園計画調査検討プロ ジェ ク ト チーム」 が設置さ れ、 法制検討部会、 公園再編成部会、

用地対応部会を設けて、 調査検討が進めら れた。 こ の報告と その後の状況変化を踏ま え、 史跡の

保全と エリ アごと の法規制など に鑑み、 現状に則し た公園再編計画を目指し た「 名越切通史跡公

園計画再編プロ ジェ ク ト チーム」 が平成 年 月に設置さ れた。 こ のプロ ジェ ク ト チームによ り

策定さ れた『 名越切通史跡公園計画再編プロ ジェ ク ト チーム検討結果報告書』 では、 こ れま での

上位計画や関連計画など に示さ れている 基本理念及び整備の方針については可能な限り 踏襲し 、

歴史公園と し て整備を行う よ う 方向づける べき である と いう 見解が出さ れている 。 ま た、 史跡名

越切通は“ 現状維持を 原則と する ” も のの、“ 切通し 部分は破損、 崩壊のおそれがある ので専門

家の協力を得て保全策を講じ 、 中世の雰囲気と 遺構･遺跡の規模など が実感でき る よ う 工夫する ”



と し ている 。 なお、 指定地の周囲の景観保全区域については、 公有地化し て保存する と いう 方針

に基づき 、 土地所有者の理解を得ながら 進めていく こ と が望ま し いと の見解を示し ている 。 こ れ

を受けて、 平成 年 月に『 名越切通史跡公園基本計画書』 が策定さ れた。

ま た、 子市から 出さ れた上位計画・ 関連計画でも 、 以下のよ う に名越切通及びその周辺を史

跡公園・ 緑地保全地区と し て整備し ていく べき と さ れている 。

平成 年 月に策定さ れた『 子市緑の基本計画』 では、 史跡地を“ 緑の保全ゾーン” に位置

づけ、“ 歴史公園・ 緑の拠点” と し て整備する と と も に、 緑地保全地区の指定を図り 、 さ ら に歴

史的風土保存区域・ 同特別保存地区への編入を検討する と 謳っている 。

平成 年 月に策定さ れた『 子市総合計画基本構想･基本計画』 では、 文化財及び緑地･公園

と し て“ 国指定史跡名越切通の歴史公園と し ての整備検討に努める と と も に、 関係機関と 連携し

て周辺の緑地保全地区指定を図る ” と し ている 。 具体的な実施内容は『 子市総合計画実施計画

（ 平成 年度～平成 年度）』 にま と めら れており 、「 名越史跡公有化事業」 については、 用地交

渉及び用地購入を 進めている 。 ま た「 名越切通整備事業」 では、 平成 年度に崩落防止工事基礎

調査を 実施し 、 その結果を『 国指定史跡名越切通整備基礎調査報告書』 にま と めた。 こ れを受け

て平成 年 月には樹木の伐採など の崩落対策を実施し た。

こ の他、『 子市都市計画マス タ ープラ ン』（ 平成 年 月） や『 子市環境基本計画』（ 平成

年 月） でも 、“ 文化財を 取り 巻く 歴史的環境と 自然環境の一体的保全に努める ため、 名越切

通の史跡公園計画を推進する ” と し ている 。

一方、 平成 年度には、 史跡指定地周辺の久木 丁目において、 大規模宅地開発事業計画が具

体的な動き を見せた。 本区域は周知の埋蔵文化財包蔵地である と と も に、『（ 旧）史跡名越切通保

存管理計画』 の中で指定拡大の対象区域と さ れていたため、 子市教育委員会が遺跡の範囲確認

調査を 実施し た。 その結果、 調査区域において切岸状遺構や石切遺構など の分布が新たに確認さ

れたが、 こ れら の切岸状遺構については、 大切岸と 同年代に同一目的で造営さ れた遺構である と

は見なし がたいと いう 結論に至ったため、 こ の調査結果を も って、 昭和 年度、 昭和 年度の追

加指定時に指定でき なかったエリ アを除き 、 史跡指定範囲の周辺区域への拡大を終了し た。 こ の

時点で『（ 旧）史跡名越切通保存管理計画』 はその役割を終了し 、 新たに現在の指定地についての

保存管理計画を再度策定し ていく 必要性が生じ た。 こ う し た経緯を受け、 平成 年度よ り 本保存

管理計画策定に着手し たも のである 。

その後、 久木 丁目における 大規模宅地開発事業計画は平成 年 月に断念さ れ、 平成 年

月に宅地造成予定地の大部分にあたる 事業者所有の土地が 子市に寄付さ れた。 こ れに伴い、 指

定地周辺を巡る 状況が大き く 変化し たこ と を受け、 前述の『 名越切通史跡公園基本計画書』 は見

直す必要が生じ ている 。



昭和 年 月 日 名越切通が国史跡に指定さ れる （ 対象範囲 （ 指定時公簿））

昭和 年 月 日 古都保存法施行

昭和 年 月 日 新都市計画法施行

昭和 年 月 日 市街化区域及び市街化調整区域当初指定に区分さ れる

昭和 年 民間事業者によ る 住宅開発を目的と し た土地の買収が始ま る

昭和 年 「 お猿畠大切岸確認調査」 を実施（ 神奈川県教育委員会によ る ）

昭和 年 民間事業者が住宅開発を目的と し て土地購入を始めたが、 諸事情によ り 断念

昭和 年 月 日 都市緑地保全法施行

昭和 年 昭和 年指定地北西側隣接地における 霊園造成計画が提出さ れる

昭和 年 久木 丁目宅地造成計画が提出さ れる

昭和 年 月～ 「（ 旧） 史跡名越切通保存管理計画策定事業」 によ る 発掘調査を実施

昭和 年 月

昭和 年 月 日 『（ 旧） 史跡名越切通保存管理計画策定報告書』（ 対象範囲約 ）

昭和 年 月 日 国指定史跡名越切通の追加指定（ 対象範囲 （ 指定時公簿 ）

昭和 年 月 日 国指定史跡名越切通の追加指定

（ 対象範囲 （ 指定時公簿 、 指定合計 （ 指定時公簿））

昭和 年 新規民間事業者の開発計画が持ち上がる

平成 年 月 日 『 子市総合計画』 策定（ 実施計画で基本構想の策定を位置づけ）

平成 年 月 日 『 緑のマス タ ープラ ン』 策定（ 歴史公園・ 緑地保全地区に位置づけ）

平成 年 月 日 『 緑のマス タ ープラ ン実施計画』 策定

平成 年 月 日 『（ 仮称） 名越切通し 史跡公園基本構想』 策定

平成 年 月 『（ 仮称） 名越切通し 史跡公園基本計画』 策定 （ 対象範囲約 ）

平成 年 月 日 政策会議において『（ 仮称） 名越切通し 史跡公園基本計画』 公園化計画を断念

平成 年 月 日 「 名越切通史跡公園計画調査検討プロ ジェ ク ト チーム」 の設置

平成 年 月 「 名越切通史跡公園計画調査検討プロ ジェ ク ト チーム」 報告書策定

平成 年 月 日 久木 丁目大規模宅地開発事業計画の行政手続き に入る

平成 年 月 『 子市緑の基本計画』 策定（ 歴史公園・ 緑の拠点と し て位置づけ）

平成 年 月 日 「 名越切通史跡公園計画再編プロ ジェ ク ト チーム」 の設置

平成 年 月～ 「 名越遺跡範囲確認調査」 を実施

平成 年 月

平成 年 月 『 名越切通史跡公園計画再編プロ ジェ ク ト チーム検討結果報告書』 策定

平成 年 月 『 子市総合計画基本構想・ 基本計画』策定（ 歴史公園・ 緑地保全地区に位置づけ）

平成 年 月 『 子市総合計画実施計画』 策定（ 用地公有化、 崩落防止基礎調査の推進）

平成 年 月 『 名越切通史跡公園基本計画書』 策定（ 公園計画の基本方針を提示）

平成 年 月 『 子市都市計画マス タ ープラ ン』 策定（ 歴史公園整備を提唱）

平成 年 月～ 月 「 国指定史跡名越切通整備基礎調査」 を実施（ 崩落原因を追求）

平成 年 月 『 子市環境基本計画』 策定（ 史跡公園計画を推進）

平成 年 月 国指定史跡名越切通内の崩落崖面の樹木伐採など 、 崩落防止対策を実施

平成 年 月 「 国指定史跡名越切通保存管理計画策定委員会」 の発足

平成 年 月 古都保存法が改正さ れ、 歴史的風土保存区域が 子市域へ拡大さ れる

平成 年 月 久木 丁目大規模宅地開発事業計画が断念さ れる

平成 年 月 久木 丁目大規模宅地開発事業計画地のう ち、 事業者所有の土地が 子市に寄付

さ れる

表 名越切通に関する主な経緯



３ ． 調査の経緯

昭和 年 月に史跡名越切通の中枢部にあたる （ 昭和 年度指定時公簿） が最初に国の

史跡に指定さ れた。 し かし 、 本史跡については切通と し て顕現し ている こ と から 、 当初指定にあ

たっての事前の発掘調査や確認調査は実施さ れていない。 こ れは他の七口（ 極楽寺切通は国史跡

未指定） も 同様である 。

本史跡の最初の調査は、 昭和 年度に神奈川県教育委員会によ り 実施さ れた「 お猿畠大切岸確

認調査」 である 。 こ の調査では、 当初指定地の北東部から 鎌倉 子ハイ ラ ンド の東側ま で続く 大

規模な切岸状遺構及びま んだら 堂やぐ ら 群の現地踏査が行われ、 大切岸に穿たれたやぐ ら やその

中に残存する 五輪塔の年代から その造営時期が鎌倉期である と 推定し 、 追加指定の必要性が示さ

れた。

昭和 年代に入り 、 史跡地周辺で大規模な開発計画が持ち上がり 、 指定地を 含めた周辺一帯の

遺跡保存のための具体的な考古学的評価が必要と なった。 し かし 、 それま で遺構の正確な分布範

囲・ 年代が把握さ れていなかったため、 昭和 年 月から 翌年 月にかけて、 史跡の追加指定の

必要性を確認する ための発掘を伴う 実踏調査など が行われた。 その結果、 当初指定地周辺の未指

定地に大切岸を はじ めと し た防衛遺構の分布や、 墓
ぼ

壙
こ う

と 考えら れる 遺構の存在、 やぐ ら 群の分布

などが確認さ れた。 こ の調査結果を受け、 昭和 年 月に 子市では『（ 旧）史跡名越切通保存管

理計画』 を ま と め、 当初指定地を含めた付近一帯約 （ 公簿） における 遺跡保護の必要性を示

し た。 こ れを受け、 昭和 年 月及び昭和 年 月に史跡名越切通の追加指定がなさ れ、 総面積

は （ 指定時公簿） と なった。

その後、 史跡指定地及びその周辺地域の保全と 活用をめざし 、 平成 年 月には『（ 仮称） 名

越切通し 史跡公園基本構想』 が、 ま た翌平成 年 月には『（ 仮称） 名越切通し 史跡公園基本計

画』 が策定さ れ、 指定地と その周辺の未指定の緑地一帯を 史跡公園と し て整備し ていく 予定であ

ったが、 指定地外の区域を含んだ全域の公有化が不可能と なったため、 こ の史跡公園基本構想及

び史跡公園基本計画は断念さ れた。

平成 年 月から 翌年 月にかけて、『（ 旧）史跡名越切通保存管理計画』 の中で指定の拡大対

象のエリ アと さ れた久木 丁目地内で、 新たな宅地造成計画に伴い｢名越遺跡範囲確認調査｣を実

施し た。 こ の調査によ り 、 こ れま で大切岸と 同様な性質と 考えら れていた指定地周辺部の遺構が、

同時期に同一目的の設計プラ ン をも っ て構築さ れたと はいい難いと いう 結論に至った。 そこ で、

過去の調査において指定に値する 明確な遺構の分布が確認さ れたにも かかわら ず追加指定ができ

なかった一部区域を除き 、 子市域における 指定地の拡大は現段階ま ででいったん終了と し 、 現

時点の史跡指定地の範囲における 新たな保存管理計画を 作成する 必要性が生じ た。 こ れを 受け、

平成 年度、 保存管理計画策定に着手する こ と と なった。



第３ 節 保存管理計画策定事業の経緯

こ の事業は、 国及び県の補助金を得て、 平成 ・ 年度の 年度にわたって実施し た。 その詳

細は次の通り である 。

１ ． 地形図の作成

（ １ ） 航空測量

（ ２ ） ／ 地形図（ 指定地及び周辺部分 約 万 ）

（ ３ ） 公図対応図の作成（ 指定時公簿 のみ）

２ ． 国指定史跡名越切通保存管理計画策定委員会の設置と 計画の策定

国指定史跡名越切通保存管理計画を立案する ため、「 国指定史跡名越切通保存管理計画策定委

員会の設置及び運営に関する 要綱」 を定め、「 国指定史跡名越切通保存管理計画策定委員会」 を

設置し た。 委員会は、 人の学識委員、 人の市民委員、 人の行政委員で構成さ れ、 ヶ 年で

計 回の委員会が開催さ れた。 事務局は、 子市教育委員会生涯学習課文化財保護係が担当し た。

計画の策定にあたっ ては、 文化庁及び神奈川県教育庁、 鎌倉市教育委員会、 神奈川県横須賀土

木事務所の指導及び助言を得た。

委員会の要綱及び委員会名簿は巻末 ～ に掲載する 。

年 度

平成 年度

平成 年度

保存管理計画策定委員会の開催（ 回）

地形図・ 公図対応図などの作成

保存管理計画策定委員会の開催（ 回）

報告書作成

事業内容
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